
第１０号議案 

ふじみ野市手数料条例の一部を改正する条例 

ふじみ野市手数料条例（平成１７年ふじみ野市条例第５０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表６３の項及び６４の項を次のように改める。 

６３ 

 

都市の低炭素化の促進に関する法律

（平成２４年法律第８４号）第５３条

第１項の規定に基づく低炭素建築物新

築等計画の認定の申請に同法第５４条

第１項各号に掲げる基準に適合してい

ることを示す書類又はこれに類する書

類として市長が別に定める書類が添付

された場合に対する審査 

 次に掲げる額を合計

した額（第４号及び

第５号を除く。） 

(1) 一戸建ての住宅 １件につき ５，０００円 

(2) 住宅用途を含む建築物の住宅部

分について次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

  

ア 床面積の合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

１件につき １１，０００円 

イ 床面積の合計が３００平方メ

ートル以上５００平方メートル

以内のもの 

１件につき ２３，０００円 

(3) 非住宅用途を含む建築物の非住

宅部分について次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

  

ア 床面積の合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

１件につき １１，０００円 

イ 床面積の合計が３００平方メ

ートル以上５００平方メートル

以内のもの 

１件につき １９，０００円 

(4) 都市の低炭素化の促進に関する

法律第５５条第１項の規定に基づ

く低炭素建築物新築等計画の変更

の認定の申請に対する審査 

１件につき 前３号の手数料の金

額の欄に定める額に

それぞれ２分の１を

乗じて得た額 

(5) 前４号に掲げる審査で都市の低

炭素化の促進に関する法律第５４

条第２項の規定による申出を伴う

１件につき 前４号の手数料の金

額の欄に定める額に

３８の項の各号に規



申請に対する審査 定する手数料の額を

加算し、構造計算適

合性判定を併せて行

う場合は、３９の項

の各号に規定する手

数料の額を更に加算

した額     
６４ 都市の低炭素化の促進に関する法律

第５３条第１項の規定に基づく低炭素

建築物新築等計画の認定の申請（前項

以外のもの）に対する審査 

 次に掲げる額を合計

した額（第５号及び

第６号を除く。） 

 (1) 建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令（平成２８年経済

産業省・国土交通省令第１号）第

１０条第２号イ(1)及びロ(1)に定

める基準に適合するもの 

  

 ア 一戸建ての住宅について次に

掲げる区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

  

 (ｱ) 床面積の合計が２００平方

メートル未満のもの 

１件につき ４０，０００円 

 (ｲ) 床面積の合計が２００平方

メートル以上５００平方メー

トル以内のもの 

１件につき ４４，０００円 

 イ 住宅用途を含む建築物の住宅

部分について次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

  

 (ｱ) 床面積の合計が３００平方

メートル未満のもの 

１件につき ８０，０００円 

 (ｲ) 床面積の合計が３００平方

メートル以上５００平方メー

トル以内のもの 

１件につき １３５，０００円 

 (2) 建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第１０条第２号イ

(2)及びロ(2)に定める基準に適合

するもの 

  

 ア 一戸建ての住宅について次に    



掲げる区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

 (ｱ) 床面積の合計が２００平方

メートル未満のもの 

１件につき ２０，０００円 

 (ｲ) 床面積の合計が２００平方

メートル以上５００平方メー

トル以内のもの 

１件につき ２２，０００円 

 イ 住宅用途を含む建築物の住宅

部分について次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

  

 (ｱ) 床面積の合計が３００平方

メートル未満のもの 

１件につき ３８，０００円 

 (ｲ) 床面積の合計が３００平方

メートル以上５００平方メー

トル以内のもの 

１件につき ６６，０００円 

 (3) 建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第１０条第１号イ

(1)及びロ(1)に定める基準に適合

する非住宅用途を含む建築物の非

住宅部分（次号に掲げる場合を除

く。）については、次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

  

 ア 床面積の合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

１件につき ２６７，０００円 

 イ 床面積の合計が３００平方メ

ートル以上５００平方メートル

以内のもの 

１件につき ３３４，０００円 

 (4) 建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第１０条第１号イ

(2)及びロ(2)に定める基準に適合

する非住宅用途を含む建築物の非

住宅部分については、次に掲げる

区分に応じ、それぞれ次に定める

額 

  

 ア 床面積の合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

１件につき １０２，０００円 

 イ 床面積の合計が３００平方メ

ートル以上５００平方メートル

１件につき １３０，０００円 



以内のもの 

 (5) 都市の低炭素化の促進に関する

法律第５５条第１項の規定に基づ

く低炭素建築物新築等計画の変更

の認定の申請に対する審査 

１件につき 前各号の手数料の金

額の欄に定める額に

それぞれ２分の１を

乗じて得た額 

 (6) 前各号に掲げる審査で都市の低

炭素化の促進に関する法律第５４

条第２項の規定による申出を伴う

申請に対する審査 

１件につき 前各号の手数料の金

額の欄に定める額に

３８の項の各号に規

定する手数料の額を

加算し、構造計算適

合性判定を併せて行

う場合は、３９の項

の各号に規定する手

数料の額を更に加算

した額 

別表６５の項手数料を徴収する事務の欄第２号ア中「（平成２８年経済産業省

・国土交通省令第１号）」を削り、同表６６の項を次のように改める。 

６６ 

 

建築物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律第３４条第１項の規定に

基づく建築物エネルギー消費性能向上

計画の認定の申請に対する審査 

 次に掲げる額を合計

した額 

(1) 建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律第３５条第１項

各号に掲げる基準に適合している

ことを示す書類又はこれに類する

書類として市長が別に定める書類

が提出された場合 

  

 ア 一戸建ての住宅 一の建築物

につき 

５，０００円。ただ

し、審査申出を併せ

て行う場合は、３８

の項又は３９の項の

各号に規定する手数

料の額を加算した額

とする。 

 イ 住宅用途を含む建築物の住宅

部分について次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

  



(ｱ) 床面積（建築物エネルギー

消費性能基準等を定める省令

第４条第３項第２号の規定に

より設計一次エネルギー消費

量を算出した建築物について

は、共用部分の床面積を除

く。 (ｲ)、次号イ並びに６７

の項第１号イ、第２号イ及び

第３号イにおいて同じ。）の

合計が３００平方メートル未

満のもの 

一の建築物

につき 

１１，０００円。た

だし、審査申出を併

せて行う場合は、３

８の項又は３９の項

の各号に規定する手

数料の額を加算した

額とする。 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方

メートル以上５００平方メー

トル以内のもの 

一の建築物

につき 

２３，０００円。た

だし、審査申出を併

せて行う場合は、３

８の項又は３９の項

の各号に規定する手

数料の額を加算した

額とする。 

ウ 非住宅用途を含む建築物の非

住宅部分について次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める

額 

  

(ｱ) 床面積の合計が３００平方

メートル未満のもの 

一の建築物

につき 

１１，０００円。た

だし、審査申出を併

せて行う場合は、３

８の項又は３９の項

の各号に規定する手

数料の額を加算した

額とする。 

 (ｲ) 床面積の合計が３００平方

メートル以上５００平方メー

トル以内のもの 

一の建築物

につき 

１９，０００円。た

だし、審査申出を併

せて行う場合は、３

８の項又は３９の項

の各号に規定する手

数料の額を加算した

額とする。 

(2) 前号に掲げる場合以外で、建築  



物エネルギー消費性能基準等を定

める省令第１０条第２号イ (1)及

びロ(1)に定める基準に適合する

もの 

ア 一戸建ての住宅について次に

掲げる区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

  

(ｱ) 床面積の合計が２００平方

メートル未満のもの 

一の建築物

につき 

４０，０００円。た

だし、審査申出を併

せて行う場合は、３

８の項又は３９の項

の各号に規定する手

数料の額を加算した

額とする。 

(ｲ) 床面積の合計が２００平方

メートル以上５００平方メー

トル以内のもの 

一の建築物

につき 

４４，０００円。た

だし、審査申出を併

せて行う場合は、３

８の項又は３９の項

の各号に規定する手

数料の額を加算した

額とする。 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅

部分について次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

  

(ｱ) 床面積の合計が３００平方

メートル未満のもの 

一の建築物

につき 

８０，０００円。た

だし、審査申出を併

せて行う場合は、３

８の項又は３９の項

の各号に規定する手

数料の額を加算した

額とする。 

 (ｲ) 床面積の合計が３００平方

メートル以上５００平方メー

トル以内のもの 

一の建築物

につき 

１３５，０００円。

ただし、審査申出を

併せて行う場合は、

３８の項又は３９の

項の各号に規定する

手数料の額を加算し



た額とする。 

(3) 第１号に掲げる場合以外で、建

築物エネルギー消費性能基準等を

定める省令第１０条第２号イ (2)

及びロ (2)に定める基準に適合す

るもの 

  

ア 一戸建ての住宅について次に

掲げる区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

  

(ｱ) 床面積の合計が２００平方

メートル未満のもの 

一の建築物

につき 

２０，０００円。た

だし、審査申出を併

せて行う場合は、３

８の項又は３９の項

の各号に規定する手

数料の額を加算した

額とする。 

(ｲ) 床面積の合計が２００平方

メートル以上５００平方メー

トル以内のもの 

一の建築物

につき 

２２，０００円。た

だし、審査申出を併

せて行う場合は、３

８の項又は３９の項

の各号に規定する手

数料の額を加算した

額とする。 

イ 住宅用途を含む建築物の住宅

部分について次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

  

 (ｱ) 床面積の合計が３００平方

メートル未満のもの 

一の建築物

につき 

３８，０００円。た

だし、審査申出を併

せて行う場合は、３

８の項又は３９の項

の各号に規定する手

数料の額を加算した

額とする。 

 (ｲ) 床面積の合計が３００平方

メートル以上５００平方メー

トル以内のもの 

一の建築物

につき 

６６，０００円。た

だし、審査申出を併

せて行う場合は、３

８の項又は３９の項



の各号に規定する手

数料の額を加算した

額とする。 

(4) 第１号に掲げる場合以外で、建

築物エネルギー消費性能基準等を

定める省令第１０条第１号イ (1)

及びロ (1)に定める基準に適合す

る非住宅用途を含む建築物の非住

宅部分について次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

  

ア 床面積の合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

一の建築物

につき 

２６７，０００円。

ただし、審査申出を

併せて行う場合は、

３８の項又は３９の

項の各号に規定する

手数料の額を加算し

た額とする。 

イ 床面積の合計が３００平方メ

ートル以上５００平方メートル

以内のもの 

一の建築物

につき 

３３４，０００円。

ただし、審査申出を

併せて行う場合は、

３８の項又は３９の

項の各号に規定する

手数料の額を加算し

た額とする。 

(5) 第１号に掲げる場合以外で、建

築物エネルギー消費性能基準等を

定める省令第１０条第１号イ (2)

及びロ (2)に定める基準に適合す

る非住宅用途を含む建築物の非住

宅部分について次に掲げる区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

  

 ア 床面積の合計が３００平方メ

ートル未満のもの 

一の建築物

につき 

１０２，０００円。

ただし、審査申出を

併せて行う場合は、

３８の項又は３９の

項の各号に規定する

手数料の額を加算し



た額とする。 

イ 床面積の合計が３００平方メ

ートル以上５００平方メートル

以内のもの 

一の建築物

につき 

１３０，０００円。

ただし、審査申出を

併せて行う場合は、

３８の項又は３９の

項の各号に規定する

手数料の額を加算し

た額とする。 

(6) 建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律第３６条第１項

の規定に基づく建築物エネルギー

消費性能向上計画の変更の認定の

申請に対する審査 

一の建築物

につき 

前各号の手数料の金

額欄に掲げる額の区

分に応じ、それぞれ

当該手数料の金額の

２分の１に相当する

額。ただし、審査申

出を併せて行う場合

は、３８の項又は３

９の項の各号に規定

する手数料の額を加

算した額とする。 

 (7) 前号に掲げる場合で新たに他の

建築物が追加された場合 

一の建築物

につき 

第１号から第５号ま

でに掲げる手数料の

額。ただし、審査申

出を併せて行う場合

は、３８の項又は３

９の項の各号に規定

する手数料の額を加

算した額とする。 

別表６７の項手数料を徴収する事務の欄第３号イ(ｱ)中「（建築物エネルギー

消費性能基準等を定める省令第１条第１項第２号イ(3)及びロ(3)の規定により基

準への適合を確認した建築物については、共用部分の床面積を除く。(ｲ)におい

て同じ。）」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ ふじみ野市手数料条例の一部を改正する条例（令和４年ふじみ野市条例第２

７号）附則第２項又は第３項の規定の適用を受ける場合の手数料については、

改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 



令和５年２月２０日提出 

 

ふじみ野市長 高 畑   博 

 

提案理由 

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令（令和

４年経済産業省・国土交通省令第２号）の施行に伴い、条文を整備するため、

ふじみ野市手数料条例の一部を改正したいので、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。 


